
夜間に営業を行うみなさまへ
埼玉県生活環境保全条例において、夜間の静穏を保持し生活環境を保全するた

めに夜間営業及び音響機器の使用について制限をしています。

夜間（午後１０時から翌日午前６時）次に掲げる７種類の営業を行う方は、所在地

の区域区分ごとに騒音に関する規制がかかります。

規 制 対 象 営 業
（県内全域（さいたま市を除く。）が規制対象となります）

１ 飲食店営業
２ 喫茶店営業
３ ボーリング場営業
４ バッティングセンター営業
５ ゴルフ練習場営業
６ 小売店営業（店舗面積が５００㎡以上）
７ 公衆浴場営業（保養を目的とするもの）

※ さいたま市については、さいたま市生活環境の保全に関する条例が適用されます。

騒 音 の 規 制 基 準

区域区分 規制基準値（午後１０時から翌日の午前６時）

１

種

第１種低層住居専用地域

第２種低層住居専用地域

田園住居地域

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域 ４５デシベル
２
種

第１種住居地域

第２種住居地域

準住居地域

用途地域の指定のない区域

都市計画区域外

３
種

近隣商業地域

商業地域

準工業地域 ５０デシベル４
種

工業地域

工業専用地域

（注）１ 表に掲げた値は事業場の敷地境界における基準値です。

２ 規制区域は原則として都市計画法の規定による用途地域に基づき定めていますが、一部異なる地域があります。


